
 

 
 

熊本県療育手帳判定要領 

 

１ 目的 

この要領は、熊本県療育手帳交付要項第７条第 1 項に定める療育手帳の交

付にあたり、障害の程度の判定基準を定めることを目的とする。 

 

２ 知的障害 

  知的障害とは、一般的知能機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行

動に障害を伴う状態で、それがおおむね１８歳までに現れるものを指す。 

 

３ 療育手帳の障害の程度 

療育手帳の障害の程度は、Ａ１、Ａ２、Ｂ１及びＢ２とする。 

 

４ 判定方法 

  判定は、（１）の知的発達障害程度及び（２）の介護度を勘案した「療育手

帳判定基準」（表３）によって判定を行うものとする。ただし、この方法で非

該当となる場合であっても（３）に該当する場合は、Ｂ２と判定するものと

する。 

判定にあたっては、社会学的及び心理学的所見を勘案したうえで、必要に

応じて医学的所見を勘案する。なお、医学的所見にかかる医学的診断の実施

については別に定める。 

（１）知的発達障害程度   

知的発達障害程度 は最重度、重度、中度及び軽度とし、アの知能・発

達の程度に基づき、イの日常生活能力の程度も十分に考慮して判定する。 

ア 知能・発達の程度 

   知能・発達の程度は、おおむね次のとおりとする。 

     IQ(DQ)   ～２０ 最重度域 

     IQ(DQ) ２１～３５ 重度域 

     IQ(DQ) ３６～５０ 中度域 

     IQ(DQ) ５１～７５ 軽度域 

  

    知能・発達の程度は、原則として田中ビネー式知能検査及び新版 K式発達

検査によって判定を行う。ただし、次の場合は、他の検査（ウェクスラー式

知能検査、遠城寺式乳幼児分析的発達検査及び津守式乳幼児精神発達質問紙

等）を実施する。 

   （ア）原則の検査が実施困難な場合  



 

 
 

（イ）他の検査を実施したほうが適正な判定ができると考えられる場合 

（ウ）他の検査を併用したほうが適正な判定ができると考えられる場合 

 

また、最重度（Ａ１）の手帳所持者で１０歳、１５歳又は２０歳の再判

定年度に当たる児・者（ただし、知的発達障害程度が重度で、介護度を加

味することによりＡ１と判定されたものは除く）のうち前回判定で検査実

施困難だったものについては、知能検査及び発達検査を行わず、ＩＣＴ（情

報通信技術）を活用した視認及び聴き取りで状態を把握することにより、

知能・発達の程度の判定を行うことができるものとする。   

 

イ 日常生活能力の程度 

    日常生活能力の程度は、行動観察や保護者等から日常生活状況の聴取を

行い、「日常生活能力の指標」（表１）によって判定を行う。また、必要に

応じてＳ－Ｍ社会生活能力検査等を実施する。 

（２）介護度  

介護度は、次の３項目について「介護度の指標」（表２）によって判定を

行う。          

ア 保健 

    主として慢性疾患を有し、そのために日常生活・健康面において介護を

必要とするもの、精神疾患及び精神科的ケアを必要とするもの。 

イ 行動 

    異食、興奮、自傷行為、多動、徘徊、弄火、性的な問題等、反社会的行

動、非社会的行動及び異常行動のため介護を必要とするもの。  

ウ 身体の障害の状況 

    身体障害者手帳に該当する程度の障害を有し、そのために日常生活・

身体面で介護を必要とするもの。 

（３）知能・発達の程度が IQ(DQ)７６～８５で、以下に掲げる要件を全て満た

す場合にＢ２とする。 

ア 実生活等での能力に明確な遅れが認められる（Ｓ－Ｍ式社会生活能力検

査でＳＱが 75 以下等）。 

イ 日常生活を送るうえで、著しい困難が認められる。 

 

（附則） 

 この要領は、平成２５年３月２７日から施行し、平成２５年４月１日から適

用する。 

 この要領は、平成２６年１２月１９日から施行し、平成２７年１月１日から



 

 
 

適用する。 

 この要領は、平成２９年３月３１日から施行し、平成２９年４月１日から適

用する。 

 この要領は、令和４年７月１３日から施行し、令和４年７月１日から適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

表１ 日常生活能力の指標 

別表のとおり 

 

表２ 介護度の指標 

介護度 １度 ２度 ３度 ４度 

保   健 生命維持危険 常時看護 時々看護・服薬程度 必要なし 

行   動 常時付き添い 常時注意 時々注意 必要なし 

身体の障害の状況 １、２級相当 ３級相当 ４～６級相当 必要なし 

 

 

表３ 療育手帳判定基準 

      介護度      

知的発達 

障害程度 

「１度」または「２度」に

該当する項目がある場合 

「１度」または「２度」に

該当する項目がない場合 

最重度 Ａ１ 

重度 Ａ１ Ａ２ 

中度 Ａ２ Ｂ１ 

軽度 Ｂ１ Ｂ２ 

 


